
社会福祉法人しろね福祉会 

役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程 

 

平成２８年１２月１４日制定 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人しろね福祉会（以下「当法人」という。）の定款第８条

及び第２１条の規定に基づき、評議員及び役員（以下「役員等」という。）の報酬並びに

費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところに

よる。 

 （１）役員とは、理事及び監事をいう。 

 （２）評議員とは、定款第６条により選任された者をいう。 

 （３）常勤役員とは、役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

 （４）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

 （５）報酬とは、職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、費用とは区別す

る。 

 （６）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）等の経費を

いう。 

 

（報酬） 

第３条 当法人は役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。 

２ 評議員には、定款第８条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

３ 役員等の報酬は、別表１に定めるところによる。 

４ 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、

正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて費用を

支給する。 

 

（支給日） 

第４条 報酬は毎年度の６月末日までに支払うものとする。 

 

（支給方法） 

第５条 報酬は通貨をもって本人に支払うものとする。 

２ 役員等が年の途中で、辞職又は死亡した場合は、月割り計算により、これを支給する。 



（費用弁償） 

第６条 役員等が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償として、別表２に

定める所により支給するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、役員等に支給する旅費の支給方法については、社会福祉法

人しろね福祉会職員旅費規程に準じ支給するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、役員等が会議等の招集に応じたときは、別表３により費

用弁償を支給するものとする。 

 

（公表） 

第７条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条に定める報酬等の支給の基準

として公表する。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 

 

（補足） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める

こととする。 

 

附 則 

１ 本規程施行により、役員報酬及び費用弁償に関する規程（平成２７年３月１８日制定）

は廃止する。 

２ この規程は、平成２９年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

（１）評議員 

内 容 報酬等の額 

評議員 無報酬 

評議員会への出席 5,000 円（費用弁償） 

上記の他、出張用務 別表２の計算により支給する。 

（２）理事 

内 容 報酬等の額 

理事長 年額 120,000 円までの範囲内 

理事 年額  60,000 円までの範囲内 

理事会等会議への出席 5,000 円（費用弁償） 

上記の他、出張用務 別表２の計算により支給する。 

（３）監事 

内 容 報酬等の額 

監事 年額 60,000 円までの範囲内 

理事会・監査等への出席 5,000 円（費用弁償） 

上記の他、出張用務 別表２の計算により支給する。 

 

別表２ 

船 賃 車 賃 日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

１等 １km 30 円 5,000 円 
県内 13,000 円 

県外 15,000 円 

 

別表３ 

費用弁償 １日につき 5,000 円 

   

 


